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 IT 技術の発展、とりわけインターネットの浸透に伴って、金融取引の電子化も進展

してきている。多くの金融機関が電子取引サービスの提供(インターネット・バンキン

グやオンライン・トレーディング)を開始し、電子取引専業の金融機関(インターネット

専業銀行やオンライン証券会社)も誕生している。このような金融取引の電子化が成功

を収める要因にはどのようなものが挙げられるのであろうか。先ずは国としての電子化

推進への取り組みがある。これは PC や通信の普及促進、英語力や教育水準の向上とい

った電子化推進への土台である。そして取引規制の緩和、金融監督規制の改革、証券の

無券面化や決済システムの整備といった金融取引のインフラがある。その上に金融機関

による電子取引サービスに関する戦略が展開され、金融取引の電子化が進展していくこ

とになる。但しその前提として電子取引に関する安全性の確立が必要なことは言うまで

もない。 
 
 電子化先進国の欧米では、土台となる前ニ者の部分は各国毎には概ね整備されてきて

いる。しかし電子取引サービスについては、証券のオンライン・トレーディングはかな

り一般化してきているが、インターネット・バンキングは当初の期待程の進展は未だ見

せていないのが実情である。金融取引の電子化を進めるためには顧客の信用を獲得し、

取引開始に繋げることが重要であるが、インターネット専業銀行では、信用力が高く、

大きな顧客基盤を有する保険会社等が子会社として設立した銀行に成功例が見られる

程度である。一般銀行のインターネット・バンキング・サービスでは、インターネット

は顧客との様々なチャネルの一つであると位置付けられており、インターネット・バン

キングにより新たなビジネスを拡大させる段階までには達していない。 
 
 インターネット・バンキングが本来有効な国境を越えるクロスボーダー取引について

も、法規制、税制、金融監督等に関する各国間の調和が進んでいないことが障害となっ

ている。オンライン・トレーディングに関しても、各国毎に異なる規制上の問題からク

ロスボーダー取引が進んでおらず、さらに証券決済システムも各国毎に分断されている

ために、取引が電子化されても取引の効率化(低コスト化)が進まないという状況にある。

今後さらに金融取引の電子化が進展していくためには、一国のみではなく、国際的な枠

組みの中で法制や市場規制(顧客保護規定なども含む)、金融監督規制、決済システムの

調和等が求められるものである。 
 



 2 

 翻ってアジア諸国を見てみると、香港、シンガポール等、一部を除いて、電子化進展

の土台となるインフラを整備している段階であり、電子取引の浸透には未だ程遠い状況

にある。インターネット・バンキングよりも進めやすく、普及しやすいオンライン・ト

レーディングについても、その前に株式・債券市場そのものの育成が問われている。日

本に関しても金融取引の電子化は浸透しつつあるが、法規制、決済システムなど、現在

改革途上の課題は多く、欧米の潮流に早く合流しないと、電子化の進む中で大いなる地

方市場として取り残される危険性は大きい。 
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